
2B8 研究開発課題の 事前評価システムに 関する事例研究 

0 刀 、 9  亮 ，笠原英一 ( 富士総研 
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2 . 事前評価プロセスの 再定義とその 要件 

( 1 ) 事前評価プロセスの 再定義 

事前評価とは、 研究者が、 自分の抱えている 研 

究開発の ア イデア ( 暗黙 知 ) を提案書や研究計画 

書 ( 形式 知 ) に記述し ( 表出化 ) 、 あ らかじめ明 

示化されている 組織の意図 ( 形式 知 ) に 昭 らし合 

わせられる ( 正当化 ) 一連のプロセスであ る。 

図表 1  事前評価プロセス 

アイデア ( 暗黙 知 ) 

t 表出化 

提案 書 ( 形式 知 ) 

Ⅱ正当化 

組織の意図 ( 形式 知 ) 

こうしたプロセスは、 野中・竹内による 組織的 

知識創造理論における「知識創造のファイブ・フ 

ェイズ・モデル」の 第 3 段階「コンセプトの 正当 

化」に相当する。 

(2) 事前評価プロセスの 要件 

組織的知識創造理論によれば、 コンセプトの 正 

当化に必要なものは、 明示化された 組織の意図と 

情報の冗長性であ る。 

組織の意図とは、 「目標への思い」 と定義され 

るものであ り、 「それを実現しようという 努力は、 

企業経営においては 戦略という 形 」をとる。 組織 

の意図は「知識の 真実性を判断する 最も重要な基 

準 」であ り、 正当化基準そのものであ る。 また、 

正当化基準は 客観的で事実に 厳密に基づいている 

必要はなく、 「判断や価値観に 基づくものであ っ 

てもかまわない。 」 

情報の冗長性とは、 「組織成員が 当面必要のな 

い 仕事上の情報を 重複共有していること」であ り   

組織の意図が 正当化において 誤解されないために 

必要不可欠であ る。 「重複情報を 共有することに 

よって 、 個々人は組織における 自分の位置を 知る 

こと」ができ、 「個人が組織全体の 方向に合うよ 

うに自己制御するのを 助ける」のであ る。 

以下では、 事前評価プロセスを「組織の 意図」 

と「情報の冗長性」 という観点を 中心に考察する。 

3 . 組織の意図と 評価項目との 関係 

組織的知識創造理論では、 組織の意図を 現場の 

第一線に伝えるための、 ミドルの重要性について 

論じている。 組織戦略や組織文化などの「バラン 

ド ・セオリー」を、 第一線の組織成員が 理解し実 

行できるように、 組織のミドルは「トップが 創 り 

たいと願っているものと 現実世界にあ るものとの 

矛盾を解決する」ためのより 具体的なコンセプト 

( 中 範囲コンセプト ) を創り出すという 重要な役 

割を担っていると 言われる。 
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我々が行なった 事前評価プロセスのケース・ス 

タディにおいても、 「組織の意図」を 正当化基準 

としての「評価項目」に 反映するために、 ミドル 

による 中 範囲コンセプト ( 図表 2 中の X に相当 ) 

の 創造が観察できる。 

図表 2  組織の意図と 現実世界との 対応 

とるのざす」 ( 新技術事業団概要より 引用 ) とし 

ている。 ここで最も重視されているのは、 「新し 

い科学技術の 芽を発掘・育成していく」というこ 

とであ り、 創造科学技術推進事業のバランド・ セ 

オリ一であ る。 このグランド・セオリーをもとに、 

新しい科学技術の 芽を生み出すものは「独創性に 

優れた研究者」であ るという認識から、 「人中心 

l 組織的知識創造理論 事前評価プロセス 主義」 という 中 範囲コンセプトが 生み出されてい 
  

トップ グランド ィ セオリー 研究開発理念 
    

ミド ノ ン 中範囲コンセプト X 

    

ボトム 現実世界 評価項目 

( 1 ) 民間企業のケース 

民間企業 A 社では、 その母体となった 企業の設 

る ( 総括グループ 調査役ほかによる ) 。 

これが創造科学技術推進事業を 推進する上での 

正当化基準となり、 個別プロジェクトの 運営はほ 

とんどを新技術事業団が 指定した総括責任者に 委 

ね、 「新技術事業団としての 評価項目は持たない」 

こととなった。 
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図表 3  中 範囲コンセプトの 事例 

民間企業 A 社 新技術事業団 

  実力本位、 人格 ・技術革新をもた 

グランド 主義 らす新しい科学 

コンセプトの 社会的に利用度 高 い 高級技術 技術の芽を積極 的に発掘・育成 

製品を対象 

申 範囲   WI L L   人中心主義 

コンセプト ・ V I S I 0N 

評価項目     提案者の強い ビジネスシナリオ 意思、   なし 者に運営一任 ( 総括責任 ) 
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の間のコミュニケーション ( 提案説明会など ) を 

図る必要性が 指摘できる。 双方向のコミュニケー 

、 ンョン によってコンセプトに 対する評価者の 理解 

が深まるほか、 提案者自身も、 組織に対する 自己 

同定が可能になり、 組織の意図に 沿った提案が 可 

能となる。 すな ね ち、 コンセプトの 正当化に必要 

な情報の冗長性が 確保されるのであ る。 

織 という存在論的視点から 改めて捉え直すと、 評 

価プロバラムの 運営主体や意思決定機関と、 評価 

者との関係が 重要であ る。 これを国内の 助成機関 

と米国のケースについて 見てみる。 

図表 5  事前評価プロセスの 構成要素 

構成要素 機能 

図表 4  評価への研究者の 関わり 方 

( 国立試験研究機関の 場合 ) 
1 . 質疑形式のヒヤリンバを 実施 

基礎研究 57.7% 
応用開発研究 56.7% 

2 . 自由討論、 意見交換 

基礎研究 61.5% 
応 、 用開発研究 66.7% 

3 . 研究者は提案するのみ 

基礎研究 0.0% 
応用開発研究 0 ． 0% 

( 助成財団法人の 場合 ) 
    質疑形式のヒヤリンバを 実施 11.1% 

2 . 自由討論、 意見交換 0  ・ 0  % 

3 . 研究者は助成に 応募するのみ 87.3% 

( 注 ) 数字はアンケート 回収機関のうち、 事前評 
価を実施している 機関を母数としたもの。 
複数回答。 

( 出典 ) 参考文献 [ 1 ] 

( 2) 新たな知識の 創造 

組織的知識創造理論は、 知識の創造を 促す組織 

のあ り方を提案するものであ る。 事前評価におけ 

る双方向のコミュニケーションは 、 単に情報処理 

を 円滑化するためだけではなく、 研究者と評価者 

が持っているそれぞれの 専門知識 ( 暗黙 知 ) を共 

有し相互作用を 引き起こすことを 通じて、 提案さ 

れたコンセプトを 見直し、 新たなコンセプトの 創 

造を促進する 可能性にも着目する 必要があ る。 

評価プロバラムの 

運営主体、 意思決定機関 
組織の意図を 設定 

評価プロバラムに 
チャレンジする 研究者 

コンセプトの 創造 

  評価者   正当化に従事   

( 1 ) 国内助成機関のケース 

補助金等に ょ 6 国の研究開発制度では、 評価プ 

ログラムの意思決定機関と 評価者は、 それぞれ別 

個の組織に属していることがほとんどであ る。 科 

学 技術振興調整 費 における評価システムの 場合、 

評価対象課題ごとに、 当該分野の専門家であ って 

当該研究に関与していない 第 3 者からなる研究評 

価ワーキンググループ ( 通常 5 一 6 名 ) を設けて 

いろ。 助成財団法人の 場合も、 外部の有識者の 合 

議に よ る評価がほとんどであ る。 

図表 6  助成財団法人における 評価組織の形態 

  外部の学識経験者が 中心の合議 

基礎研究の場合 82.4% 

応用開発研究の 場合 69.0% 

  外部の学識経験者による 個別審査 

基礎研究の場合 0 ． 0% 

応用開発研究の 場合 0 ． 0% 

5 . 組織の意図に 対する評価者のコミットメント 

コンセプトの 正当化においては、 組織の意図に 

対する評価者の 強いコミットメントが 必要であ る   

そこで、 事前評価プロセスの 構成要素を個人や 組 

( 注 ) 数字はアンケート 回り 2 機関のうち、 事前評 
価を実施している 機関を母数としたもの 

( 出典 ) 参考文献 [ 1 ] 

このように、 多くの機関では 複数の評価者を 一 

同に集めて評価を 行な う 評価委員会を 設置して ぃ 
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る 。 こうした場の 設定によって、 正当化プロセス 

における組織の 意図の誤解を 防ぐために必要な、 

情報の冗長性が 確保できる。 また、 評価組織を運 

営する側が持つ 暗黙 知 ( 組織の意図 ) と、 評価者 

が 持っている暗黙 知 ( 専門知識 ) とを共有化する 

場として委員会が 機能し、 評価グループの 強いコ 

ミットメントを 得ることに寄与している。 これは、 

組織的知識創造理論における 共同化プロセスに 該 

当 する。 こうした場を 通じて、 共通の理解に 基づ 

くより具体的な 正当化基準を 創造すると考えられ 

る。 

さらに、 評価者の専門性が 互いに近けれ ば、 各 

評価者が有する「専門知識」と 呼ばれる暗黙 知は 、 

共同化プロセスを 通じて、 洞察の深みや 拡がりを 

もたらす可能性も 指摘できよう。 

しかし一方で、 委員会が実質的な 意思決定機能 

を 有する場合が 多い。 この場合、 必ずしも組織の 

意図に対する 評価者のコミットメントが 有効に確 

保されているとは 限らない。 つまり、 組織の意図 

よりも評価者自身の 専門性・権 威が実質的に 優先 

される可能性が 否定できない。 

日本の評価システムに 多く見られる 合議制は、 

このような有効性と 危険性を両方有していると 考 

えられる。 

(3) 米国政府機関のケース 

米国の N I S T が行なっている 技術評価プロバ 

ラム E R I P ( 付注参照 ) では、 個々の評価者が 

互いに独立に 評価する仕組みとなっている。 

最も重要なのは、 日本の評価システムでは 正当 

化および実質的な 意思決定を担うのは 評価者自身 

であ ったが、 E R I P では評価者と 意思決定者と 

は明確に区別されている   占であ る。 N I S T 外の 

研究者や民間コンサルタントからなる E R I P の 

評価者は、 正当化のための 情報を意思決定者に 提 

供する役割を 担 うに 過ぎず、 意思決定機能は E R 

I P を直接担当する OT I が有している。 0T I 

の 担当者は、 評価者の情報をもとに、 提案された 

技術コンセプトや 製品などが、 組織の意図であ る 

正当か否かを 最終決断するのであ る。 

また、 ER I P では正当化基準としての 評価項 

目を評価者に 明示している ( ただしチェックリス 

ト 法や評点法などはとっておらず、 自由記入であ 

る ) 。 これは、 組織の意図を 評価者に伝えるとい 

う意味で非常に 重要であ る。 

図表 7  E R l P の評価項目 ( 二次審査 ) 

( 一次審査 ) 

①ディスクローン ヤ 一の妥当性、 完結性、 論理世 

②技術的双提、 記述の正確さ 

③省エネルギ 一の可能性 

④商業化の可能性 

⑤経済性 

⑥実用性 

( 二次審査 ) 

①技術的双提や 記述の確かさの 再検討、 クレーム 

0 分析 

②発明のオリジナリティ 

③製品開発プロセスの 評価 

④発明を利用する 際の様々な障害 

⑤発明を利用する 際の省エネルギ 一度 

⑥代替されたり 影響を受ける 既存の機器等 

( 出典 ) 文献 [1 ] 

しかし、 これだけでは 評価者が組織の 意図を正 

しく認識したのかどうか、 評価結果が信頼に 足る 

ものかどうかは 分からず、 また組織に対する 評価 

者の強いコミットメントも 保証されていない。 

OT I では、 情報データベースを 用いることに 

より、 正当化プロセスの 中に評価者のコミットメ 

ントを確保する 仕組みを作り 込んでいる。 

正当化プロセスのなかで 創造された評価情報 ( 形 

式 知 ) 自体を、 「十分に評価されているかどうか」 

という観点から 評価し、 その結果をコンピュータ 

のデータベース ( 形式 知 ) に蓄積するのであ る。 

一方、 「評価者自身が 評価されるシステム」の 
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存在は、 評価者にも伝えられている。 したがって、 

評価者は不十分な 評価をすれば OT I からの審査 

依頼が無くなるというリスクを 認識することにな 

り、 組織の意図に 沿った適切な 情報提供を行なう 

ように仕向けられる。 

こうした仕組みによって、 評価能力に優れた 評 

価者、 組織の意図に 強くコミットしている 評価者 

が時間の経過とともに 抽出されていく。 

情報データベースを 用いることによって、 評価 

者の選定というノウハウ ( 暗黙 知 ) 自身も組織全 

体の体系 知 として蓄積されるという、 自律的な仕 

組みとなっている。 

図表 8  E R @ P の自律的評価システム 

提案受理 
  儒 

評価者の選定 
  

外部評価依頼 
  

外部評価者 
による評価 

  

評価結果の評価 
  

者
 
選
定
ノ
ウ
ハ
ウ
の
 体
 

 
 

Ⅰ
 

@
 

意思決定 
( 推薦するか否か ) 園 

米国の事例の 特長はつぎの 3   占であ る。 一つは、 

コンセプトが 正当化されるか 否かを判断するのは 

意思決定者にあ って、 評価者にはないこと。 二つ 

目は、 評価者には正当化の 最終判断責任がない 代 

わりに、 専門家として 市場情報を含めた 十分な情 

報を有している 責任があ ること ( 専門外であ れば 

評価を拒否しなければならない ) 。 大学教授であ 

っても、 週の何日かは 民間企業に対してコンサル 

ティンバを行ない、 技術とビジネスの 両方の知識 

を有する機会を 持っていることなどが 背景にあ る。 

三つ目は、 組織の意図を 実現するための 自律的な 

仕組みとして、 評価情報の質に 対する評価を 行な 

い、 その結果を情報データベースとして 構築して 

いることであ る。 

6 . 結び 

事前評価は単なる 情報処理の場ではなく、 評価 

者と提案者との 双方向のコミュニケーションを 通 

じた知識創造の 場であ る。 そこで、 組織的知識別 

道理論を適用し、 いく っか のケースをもとに 事前 

評価システムの 考察を試みた。 

組織的知識創造理論はもともと 企業の製品開発 

プロセスを対象にした 経営理論であ り、 同理論を 

研究開発プロセスに 適用するには 注意が必要であ 

る。 小論においても、 その適用可能性が 完全に確 

認できたわけではないが、 事前評価システムのあ 

り方を理論的に 記述する試みとしてはあ る程度の 

成果を得られたのではないか。 
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付注 

E R I P : Energy-ReIatedInventions Program の略。 

E R I P とは、 原子力以覚の 省エネルギ一関連の 技術 

開発コンセプト、 部品、 製品、 素材、 製造プロセスな 

どについて、 中小企業から 提案を受け、 それを評価す 

る プロバラム。 評価は、 N I S T の OT I (Office of 

Technology Innovali0n) が外部の評価者 (2 名 ) を 

選出し、 それぞれ独立に 実施。 2 つの評価結果をもと 

に 0T I の担当者が提案の 良し悪しを最終決定する。 

「 良 」との判断が 下されれば、 D0E (Departmentof 

Energy) の様々な技術開発支援策 ( 助成、 民間資金調 

達支援 や 、 その他の支援策 ) を当該中小企業が 受けら 

れるように推薦する 仕組みとなっている。 
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